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愛媛県道路占用料徴収条例 愛媛県道路占用料徴収条例 
昭和43年10月５日

条例第22号
昭和43年10月５日

条例第22号
第４条 省略 
２・３ 省略 
 （罰則） 
第５条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、そ
の徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金
額が５万円を超えないときは、５万円とする。）以下の過料に処す
る。 

第４条 省略 
２・３ 省略 

 


